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　町内の方が結婚したときに『結婚祝金』を交付します。
　交付を受けようとする方は、婚姻の届出日から３ヶ月以内に必要書類を添
えて申請してください。

結婚祝金（企画課）
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支給対象者

 ・婚姻の届出前に夫婦のいずれか一方が、町内に住所を有すること

 ・婚姻届出日現在で、夫婦の合計年齢が満 80 歳未満であること

 ・結婚祝金申請前に夫婦共に町内に住所を有すること

 ・夫婦共に、交付決定の日から継続して１年以上定住することなど

祝 金 の 額  ・夫婦１組に対して 20 万円

　秩父別町では、人口減少対策、移住・定住、まちづくりを促進するため各種
事業を実施しています。
　その事業の詳細と予算額についてお知らせします。

予算額 80 万円

補助対象世帯

 ・令和８年１月１日から令和９年３月 31 日までの間に婚姻届を受理された夫婦

 ・婚姻日における年齢が、夫婦ともに 39 歳以下であること

 ・申請日から令和９年３月 31 日まで申請時の住居に居住すること

 ・夫婦の合計所得が 500 万円未満であること

補 助 内 容

 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までに補助対象世帯が支払った下記

費用の全額　 夫婦ともに 29 歳以下の場合：合計 60 万円が上限額となります

　　　　　　　　　　　  上記以外の場合：合計 30 万円が上限額となります

 ・住居費用…………結婚を機に購入または貸借した住居に係る費用

 ・引越し費用………結婚を機に引越しをした際に支払った費用

 ・リフォーム費用…結婚を機に住宅をリフォームした際に係る費用

結婚新生活支援補助金（企画課）

　結婚して町内で新生活をされる世帯を対象に、引越し費用及び住居費の一部
を補助します。

予算額 90 万円

（            　　　　　　　　　　　）

贈呈対象者
　今年度中に秩父別町で誕生したお子さん。

　※ 出生時に本町に住民登録され、引き続き町内に居住する意志がある者。

祝品
 　祝品は「君の椅子」プロジェクトが取り扱う椅子とし、出生児１人につき

 １脚とする。

贈呈方法 　 「君の椅子」の贈呈方法などについては、出生届の提出の際にご説明します。

秩父別町「君の椅子」贈呈事業（住民課）

　新しい生命の誕生に祝意を表するとともに、出生児の健やかな成長を願うこ
とを目的として今年度中に出生した児童を対象に「君の椅子」を贈呈します。
　「君の椅子」とは、生まれてくる子ども達に道産の無垢材で作られた椅子を贈
るもので、「生まれてきてくれてありがとう。君の居場所はここにあるからね。」
の想いが込められています。

予算額 66 万円
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支給対象者
　令和７年４月１日以降に出生し、１年を経過した、下記に該当する方が対象です。

 ・出生日以前から町内に住所を有し、出生児を扶養している世帯の父又は母であること

祝 金 の 額
 ・第１子の場合　10 万円（内３万円商品券） ・第２子の場合　20 万円（内５万円商品券）

 ・第３子以降　　30 万円（内10万円商品券）

出産祝金（住民課）

　子どもを産み育てやすい環境をつくり、定住促進を図ることを目的として、出産後１年を
経過したお子さんを対象に祝金を交付します。

予算額 120 万円

　町内に定住することを目的として、住宅を新築または中古住宅の取得のために、土地を購
入した方に住宅用地取得補助金を交付します。

住宅用地取得補助金（企画課）

補助対象者

 ・100 ㎡以上の土地を購入し、65 ㎡以上の住宅の新築または中古住宅を取得した方

 ※新築または中古住宅の改修を伴う場合は事業認定の日から６ヶ月以内に工事を完了された方

 ・土地取得の日から１年以内に事業認定を受けた方

 ・２親等以内の親族から購入した土地でないこと

 ・補助金の交付決定の日から継続して５年以上秩父別町に定住する方など

補 助 金 額

 ・住宅用地購入価格の３分の２（上限 100 万円）

 ・市街地区にあっては、１㎡あたり 5,000 円を上限とし、それ以外は１㎡あたり 300 円を

　上限とします。

※ 用地取得前にご相談ください。※ 用地取得前にご相談ください。

お問い合わせ　企画課企画・まちづくり係　０１６４－３３－２１１１（内線 72・73）

　　　　　　　住民課社会福祉係　　　　　０１６４－３３－２１１１（内線 46）

　町内に定住することを目的として、住宅を新築した方に新築住宅取得補助金を交付します。

新築住宅取得補助金（企画課）

補助対象者

 ・65 ㎡以上の住宅を新築した方

 ・事業計画認定を受けてから１年以内に住宅建設工事を完了された方

 ・新築住宅取得から３ヶ月以内に住民票を異動された方

 ・補助金の交付決定の日から秩父別町に住所を有し、認定住宅に継続して５年以上定住する方

　など

補 助 金 額

 ・100 万円

 ・新婚世帯又は子育て世帯（養育１人）の場合は 50 万円上乗せ

 ・子育て世帯（養育２人）の場合は 100 万円上乗せ

 ・子育て世帯（養育３人以上）の場合は 150 万円上乗せ

※ 住宅の新築を検討されている方は事前にご相談ください。※ 住宅の新築を検討されている方は事前にご相談ください。

予算額 600 万円

予算額 300 万円

　児童の保育を家庭で行う在宅育児世帯への経済的負担の軽減を図るとともに、児童の健全
な育成を応援することを目的として応援金を交付します。

在宅育児応援金（住民課）

対象児童  ・町内在住の児童で認定こども園等に入所していない生後 10 ヶ月を超えた小学校就学前の児童

支給対象者
 ・町内在住で対象児童と住居若しくは生計を共にする者であること

 ・地方税等の公租公課を滞納していないことなど

応援金の額  ・対象児童一人当たり月額 15,000 円（支給は、８月、12 月、４月の年３回）

予算額 216 万円
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お問い合わせ　建設課住宅係　　　　　　　０１６４－３３－２１１１（内線 92）
　　　　　　　企画課企画・まちづくり係　０１６４－３３－２１１１（内線 72・73）

住宅リフォーム補助金（建設課）

補助対象者

 ・町内に住所を有する方（町外から本町に住民票を異動しようとする方を含む）　
 ・改修をする住宅の所有者で、かつ、現在その住宅に住んでいる方
　 （町内の空き家を取得して居住しようとする方を含む）
 ・補助金の交付決定の日から継続して５年以上秩父別町に居住する方

補助金額

 ◆現在住んでいる住宅を改修する場合　　対象経費の３分の１（上限 30 万円）

 ◆町内の空き家を改修する場合　　　　　対象経費の２分の１（上限 100 万円）
　 （町内の空き家を取得または空き家を賃貸中でその住宅を取得して居住しようとする場合を含みます）

　  ※空き家を改修する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
　　  ①改修工事が完了してから３ヶ月以内に住民票をその住宅の場所に異動して居住すること
　　  ②空き家を取得してから１年以内であること
　　  ③２親等以内の親族から取得した空き家でないこと

区分 対象工事 左記工事の付帯として対象とするもの

内装
(各部屋共通）

 ○ドア取替　○床改修（床材張替含む）

 ○段差解消　○壁改修（塗装・壁材張替含む）

 ○部屋の間仕切りの変更改修

 ○増築改修　○天井改修（天井材張替含む）

 ○内窓設置　○手すり取付・取替

 ○ふすま取替　○障子張替

 ○畳入替・表替え

　

玄関  ○あがりかまち、ベンチ  ○下駄箱取付・取替

台所　  ○流し台取替　○カウンター改修  ○換気扇取替 ○棚取替 ○蛇口取替

トイレ  ○便器交換　○手洗い設置・改修  ○手洗い蛇口取替 ○ウォシュレット取替

浴室・脱衣室  ○ユニットバス設置・交換　○浴槽交換　  ○洗面台　○蛇口取替 ○シャワー取替

電気  ○電気配線改修  ○コンセント設置・交換

外装　

 ○屋根葺替え　○屋根塗装　○外壁張替

 ○外壁塗装　　○防水工事　○手すり取付　

 ○サッシ取替 (ガラスのみは不可）

 ○玄関フード設置

 ○風除室サッシ取付　

 ○換気口取付・取替

 ○網戸取付・交換

　

その他
 ○断熱工事　

 ○対象工事のうち新旧入替に伴う撤去処分費用

　一度交付を受けた方及びその世帯は補助対象になりません。また、上記表の付帯工
事のみを行う場合は補助対象になりません。

留意事項

着工前に役場建設課に相談して、事業認定を受ける必要があります。▼

※着工後の申請は受付することができませんのでご注意ください。

補
助
対
象
工
事

30 万円（税込）以上の工事が補助対象です。▼

補助金の交付を

受けるためには

予算額 590 万円

　町内の空き家の発生を抑制し、住環境の保全を図るため、老朽化した町内にある住宅の除
却に要する費用の一部を助成します。

住宅等除却費補助金（企画課）

補助対象

 ・町内に所在し、空き家もしくは今後居住する予定のない住宅であること

 ・昭和 56 年５月 31 日以前に建設された住宅であること

 ・所有者が建替えをするための除却ではないこと

 ・除却工事に要する費用が 30 万円以上であること

 ・除却工事に必要な手続を行うこと（アスベストに係る事前調査結果等報告、家屋異動届等）

 ・除却完了後の跡地を地域の堆雪場として無償で使用させること

補 助 金 額  ・除却工事に要する費用に２分の１を乗じた額（1,000 円未満は切り捨て）※上限 100 万円

　　予算額 800 万円

※住宅等除却前にご相談ください。※住宅等除却前にご相談ください。

　町内に定住することを目的として、現在住んでいる住宅または空き家を改修する方に対し、
リフォームにかかる費用の一部を助成します。
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お問い合わせ　企画課企画・まちづくり係　０１６４－３３－２１１１（内線 72・73）

～ 町民による協働活動をバックアップします ～～ 町民による協働活動をバックアップします ～

　町民の皆さんが実施する自主的・自発的な公共性のある活動の支援として、町所有の公用車
を無償で貸し出します。

公用車貸出（企画課）

貸出対象
 ・町内会での活動及びボランティア活動など住民参加による町内での地域活動に限ります。
  ※個人使用及び営利・宗教・政治・選挙の目的や５人未満の活動には、貸し出しできません。

貸出車両

 ① ダンプトラック（定員３名、通年貸出可能、最大積載 8,500kg）
　※運転者は、大型自動車運転免許証が必要です。

 ② タウンエーストラック（定員３名、通年貸出可能）　≪２台あり≫
　※運転者は、普通自動車運転免許証が必要です。

 ③ 小型タイヤショベル（定員１名、通年貸出可能）
　※運転者は、普通自動車運転免許証、作業を伴う場合は、車両系建設機械運転技能講習修了
　　証が必要です。

諸 条 件
　・使用区域は、原則町内です。
　・使用する 10 日前までに申し込みをしてください。
　・使用できる時間は原則として午前９時から午後５時までとし、最大２日間使用できます。

貸 出 例
　・町内の清掃活動
　・町内のイベント開催時の備品搬送など

そ の 他

　・貸し出しは公務等で使用する予定がない日に限ります。また、災害などで緊急に使用する
　　場合は貸し出しできないことがあります。
　・車両の任意保険に加入していますが、全てに適用されるものではありません。
　・車両を損傷した場合は、修繕・賠償を請求することがあります。
　・詳しくは役場企画課企画・まちづくり係までお問い合わせください。

　町民の皆さんが日頃から行う、自主的・自発的なまちづくり事業に対し、経費の一部を町
で補助することで、新たな「協働」を創出し、地域の活性化や課題解決に向けた取り組みが
推進されることを目的とします。

対象団体
 　町内に住所を有している５人以上のグループ、町内会、産業団体、教育・文化団体、ボランティ
 ア団体、ＮＰＯなど、住民参加による町内での地域活動団体

対象事業

 ・地域の安全安心活動や環境整備など（例：花壇の整備など）

 ・地域の活性化を目的としたイベントや講演会の実施など（例：○○町内会○○まつりなど）

 ・団体の活性化を目的とした活動など（例：スポーツ団体の立ち上げ、研究、研修など）

 ・町民や団体等が協働して行うイベントなど（例：冬まつり、オリジナル料理コンテストなど）

補助対象
経費及び
助 成 額

 ・対象となる経費：事業実施に必要な消耗品代や材料費など ※賃金※賃金などなどの経費は対象外です。の経費は対象外です。

 ・助成額：１つの事業の限度額は補助対象経費の 7割（新規事業 10 割）上限 30 万円です。

対象事業の
要      件

　次の全ての要件を満たす必要があります。
 ・公共性が認められる事業　・「協働」の創出が認められる事業　・年度内で完了する事業
 ・補助対象経費が５万円以上の事業 　・事業の計画、効果、収支が明確である事業
 ・他の補助を受けていないもの

まちづくり・まちおこし事業補助金（企画課）　　予算額 30 万円
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お問い合わせ　企画課企画・まちづくり係　０１６４－３３－２１１１（内線 72・73）

　温室効果ガスの排出を抑制し、環境に優しい持続可能な地域社会の構築に寄与するため、
省エネ住宅の取得や改修、太陽光発電設備の導入等を行う方に補助金を交付します。

補助対象者

（個人の方）
 ・町内に住所を有する方（町外から本町に住民票を異動しようとする方を含む）
 ・自己が所有し居住することを目的とした住宅に関する工事等をする方
（事業者の方）
 ・町内で原則１年以上引き続き同一の事業を経営する方
 ・自己が所有する町内の事業所等に係る工事等をする方

諸 条 件

 ・調査費や事務費、既設機器の撤去費、中古品の購入費は対象外
 ・対象経費が 20 万円（税込）以上
 ・同一年度内において本補助金を利用していないこと
 ・令和６年４月１日以降に工事請負契約又は売買契約をしたものであること
 ・補助の対象となった住宅や設備の写真や工事内容を町や北海道の広報等に必要な範囲で利用
 ・することに許諾すること
　※ その他、補助金の種類ごとに個別の要件があります。詳細はお問い合わせください。

補 助 金 額

（個人の方向け）
 ・ＺＥＨ住宅の取得　　50 万円 /棟
 ・北方型住宅ＺＥＲＯの取得　　100 万円 /棟
 ・既存住宅への性能向上リフォーム　　対象経費の 1/3 以内、上限 50 万円
 ・新築又は既存住宅への太陽光発電設備の導入　　７万円 /kW、上限 30 万円
 ・新築又は既存住宅への定置用蓄電池の導入　　対象経費の 1/3 以内、上限 30 万円
（事業者の方向け）
 ・事業所等への太陽光発電設備の導入　　５万円 /kW、上限 50 万円
 ・事業所等への定置用蓄電池の導入　　対象経費の 1/3 以内、上限 50 万円

ゼロカーボン推進事業補助金（企画課） 　　予算額 510 万円

高効率給湯器、エアコン、ＬＥＤ照明、

トイレなども対象となる場合があります。

　熱中症を未然に防ぎ、皆さんの安全かつ安心な生活を支援するため、エアコンを設置して
いない住宅を対象に補助金を交付します。

補助対象者

 ・エアコンが設置されていない住宅に、新たにエアコンを購入し設置する方

　（民間住宅の方）
　・事前に賃貸住宅の所有者からエアコン設置について同意を得ている方

　（町営住宅の方）
　・事前に町建設課にエアコンの設置方法や条件等について相談し、申請・承認を得た方

諸 条 件
 ・エアコン 1台分の設置費用（室内機及び室外機の設置、室外機のカバー及び架台の設置、
 配管接続、電気工事などに係る費用）の 1/2
　 ※ 中古品、窓枠設置型のものやスポットクーラーなどの移動型のものは対象外

補 助 金 額

 ・エアコンの購入や設置工事の全てを町内業者に依頼する場合　　上限 10 万円
 ・一部でも、町外業者に依頼する場合　　上限 5万円
　※ 町内業者とは、町内に事務所または事業所を有し、秩父別町建設業協会に加入している
　　 事業者をいいます。
　※ 更新・２台目の購入の場合は、ゼロカーボン推進事業補助金の対象となる場合があります。

エアコン設置補助金（企画課） 　　予算額 50 万円
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令和８年度
農業・商工業支援事業のお知らせ

 ● 産業後継者新規就業支援事業　　　　 　　　     予算額 100 万円
　町内で農業・商工業などを営む方の後継者または新規開業に伴う新規就業者に対して経営の継続

と発展を図るために、支援金を交付します。

◆対象者◆対象者　※ 次の全てに該当する年齢 45 歳未満で就業開始後６ヶ月以上の方
　・町内に住所を有すること。　・公租公課に滞納がないこと。
　・後継者の場合は、自営業などの経営を引き継いで経営者となる意思を有し、同時に申請時の経
　　営者がその意思を認める方であること。
　・新規就業者の場合は、自営業等を将来的に継続する意思があること。
　・支援金の交付決定の日から５年以上秩父別町に住所を有し、対象となった自営業などに従事す
　　ること。

◆交付額◆交付額
　・50 万円
　※ 自営業など１経営体につき交付対象者は１人とし、交付は１度限りです。事情によりその支援
　　金を返還した場合であっても、２回目の交付は行いません。

◆必要書類◆必要書類
　　・支援金申請書、定住誓約書、経営継承及び経営承継承諾書（様式は役場産業課にあります）
　　・住民票、公租公課の滞納の無い証明書、新規就業の経営内容が確認できる書類

 ● 農地所有適格法人設立支援事業　　　　 　　   　予算額 100 万円

　秩父別町内で経営の多角化、作業受託などの発展的な農業経営を目的に、農地所有適格法人を設

立する農業者に対して、経営の初期段階に必要な資金を交付します。

◆対象者◆対象者
　・町内に在住する親族 (２親等以内 )ではない２戸以上の農業者で法人を設立し、設立した
　　年度から１年度以内に認定農業者になることを確約できる法人。

　※ １戸の農業経営者が２つ以上の法人の構成員になる場合、支援金の交付対象は１法人限りです。
◆交付額◆交付額
　・100 万円

◆必要書類◆必要書類
　・申請書、認定農業者になる誓約書（様式は役場産業課にあります）
　・法人の登記簿謄本及び定款

お問い合わせ　産業課商工係・農政係　電話 ０１６４－３３－２１１１（内線63・64）

 ● 土壌診断費用助成事業　　　　　 　　   　 　　 予算額 132 万円
　肥料・燃料など農業資材の高騰が続く中、圃場の土壌養分を診断し、過剰施肥などの見直しによ

り農業経営の負担緩和を図ることを目的に、土壌診断に係る費用を支援します。

◆対象者◆対象者
　・個人経営者は町内に住所を有する方、農地所有適格法人は町内に登記上の住所を有する法人で、
　　令和６年度から３年の間で土壌診断を実施するもの。

◆補助額◆補助額
　・１ヘクタールにつき１ヶ所の土壌診断費用にかかる経費に対し、ＪＡ北いぶきと町がそれぞれ
　　５割を負担します。農業者に負担はありません。

◆申請方法◆申請方法
　・ＪＡ北いぶきが申請の取りまとめを行います。
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令和８年度

  主要建設工事の
  実施予定箇所を
  お知らせします

お問い合わせ　建設課管理係　電話 ０１６４－３３－２１１１（内線94）

義務教育学校体育館冷房設備設置
（繰越明許）

スポーツセンター冷房設備設置 ・町有住宅外部改修
 　（歯科医師住宅）

 ・歯科診療所改修

総合福祉センター内部改修

５丁目排水路浚渫

南 22 号橋架替

温泉源泉ポンプ交換

交流体験農園エアコン設置
（繰越明許）

新盛コミュニティ会館除却

ふれあいプラザ土間入替

屋内遊戯場冷房設備設置
（繰越明許）

町営住宅長寿命化改修
（旭Ａ団地４号棟）
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お問い合わせ　総務課防災係　電話　０１６４－３３－２１１１（内線 32・34）

　　　　　　　F A X 　０１６４－３３－３４６６

防災士研修講座 受講者募集のお知らせ

　近年、自然災害は頻発化・激甚化の傾向にあり、本町においても、いつ災害に見舞われても

おかしくない状況となっています。

　こうした災害に備え、「自分の命を守る力」や「地域で助け合う力」などを身につけていただ

くため、町では防災士研修講座（防災士資格試験）を開催します。 

　年齢要件はなく、町民の方の受講料は町が全額負担しますので、ぜひこの機会にご受講くだ

さい。 

【研修日時】【研修日時】　令和８年 11 月 28 日（土）　午前９時から午後６時 10 分まで
　　　　　　　　　　　　　 29 日（日）　午前９時から午後６時 30 分まで
　　　　　　　※ 研修は２日日程で、２日目の最後に筆記試験が実施されます。

【募集期間】【募集期間】　令和８年９月 25 日（金）まで
　　　　　　　※ 期間内でも定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

【応募方法】【応募方法】　・４月 24 日（金）に全戸配布した申込書による申込み

　　　　　　　　（持参、郵送、FAX）

　　　　　　　　※ 申込書は町ホームページにも掲載しています。

　　　　　      【掲載ページ URL・二次元コード】

　　　　　　　  https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/news/detail.html?news=314

　　　　　　　・電話もしくは口頭による申込み（役場総務課防災係受付）

【研修会場】【研修会場】　秩父別町総合福祉センター（旧老人福祉センター）

【主な講座内容】

　講師：大学教授・気象予報士などの著名な講師陣【防災士研修センター】

　・防災士に期待される活動　　・地震、津波による災害

　・近年の主な自然災害　　・災害への備え　　・防災士が行う各種訓練

　・気象災害、風水害　　・行政の災害対応と危機管理

　・自主防災活動と地区防災計画　　・救急救命講座　　など

　

　上記の内容を２日間の日程で受講していただきます。

　研修の約 1 ヶ月前に教材が届きます。届いた教材をもとに、自宅で事前学習をして

いただき、研修初日に履修確認レポートをご提出いただきます。

　その他詳細につきましては、受講申し込み後に受講者様宛に別途通知をさせていた

だきます。

＼地域防災力を高める第一歩！／

【募集対象】【募集対象】　秩父別町民の方に限る

【募集定員】【募集定員】　１００名（先着順）

【受 講 料 】【受 講 料 】　無料
　　　　　　　※ 受講に係る費用（63,800 円）は町で全額負担します。
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３
月
10
日
～
11
日
に
第
１
回

定
例
会
が
開
催
さ
れ
、
承
認
１

件
、
令
和
７
年
度
の
各
会
計
補

正
予
算
６
件
、
条
例
の
制
定
等

８
件
、
計
画
策
定
１
件
、
新
年

度
予
算
６
件
、
人
事
案
件
２
件

を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
ど

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
町
長
か
ら
新
年
度
行

政
執
行
方
針
、
教
育
長
か
ら
教

育
行
政
執
行
方
針
が
そ
れ
ぞ
れ

表
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
年
度
予
算
審
議
に
あ
た
っ

て
は
、
全
議
員
に
よ
る
予
算
審

査
特
別
委
員
会
を
、
委
員
長
に

中
西
議
員
、
副
委
員
長
に
松
永

議
員
を
選
出
し
て
設
置
し
、
２

日
間
に
わ
た
る
集
中
審
議
を
行

い
、
活
発
に
議
論
が
交
わ
さ
れ

ま
し
た
。

◎
承
認
案
件

◎
承
認
案
件

　

専
決
処
分
さ
れ
た
令
和
７
年

度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
２
月

に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
に
関

わ
る
経
費
）
を
承
認
し
ま
し
た
。

◎
補
正
予
算

◎
補
正
予
算

　

道
北
バ
ス
沼
田
深
川
線
運
行

準
備
補
助
金
、
ふ
る
さ
と
納
税

の
増
額
、
交
流
体
験
農
園
な
つ

み
の
里
の
エ
ア
コ
ン
整
備
等
の

補
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

今年の仕事ピックアップ今年の仕事ピックアップ
高校生応援給付金
                    916 万円
　通学等の家計負担を支援

◆第１回町議会定例会◆◆第１回町議会定例会◆
令和８年度一般会計予算令和８年度一般会計予算
46 億 1,434 万円を可決！46 億 1,434 万円を可決！

議議  

会会

だ

よ

り

だ

よ

り

 発行/秩父別町議会
 編集/広報公聴常任委員会

 TEL/0164-33-2111
 （議会事務局 内線25・26）

No.149No.149

ＬＥＤ照明機器設置費補助金
（Ｒ７から継続）　　　400 万円
　LED 照明機器への更新費用を助成

指導主事の配置
　　　　　　　　　　302 万円
　教員の支援等を行う指導主事を配置

地域振興券取扱交付金
　　　　　　　　　4,459 万円
　一人当たり２万円分の地域振興券を給付

登校中の児童・生徒（春の全国交通安全運動）
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議会だより　No.149議会だより　No.149

◎
条
例
の
改
正
等

◎
条
例
の
改
正
等

・
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例

　

国
が
定
め
た
、い
わ
ゆ
る
「
こ        

　

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
に

　

対
応
す
る
た
め
に
設
定

・
国
民
健
康
保
険
施
行
令
の
改

正
に
伴
う
子
ど
も
子
育
て
支

援
納
付
金
制
度
の
導
入
他

・
上
下
水
道
の
使
用
料
金
改
定

　

10
月
使
用
分
か
ら
値
上
げ

◎
人
事
案
件

◎
人
事
案
件

・
公
平
委
員
会
委
員

　

【
再
任
】
宮
吉 

智
恵
美　

氏

　

【
再
任
】
早
川　

譲
二　

 

氏

予算審査特別委員会予算審査特別委員会
　令和８年度一般会計予算ほか５会計予算について、３月10日から２日間にわたり　令和８年度一般会計予算ほか５会計予算について、３月10日から２日間にわたり

審議を行いました。審議を行いました。

　委員会における質疑応答の主なものをいくつか紹介します。　委員会における質疑応答の主なものをいくつか紹介します。

 

◎
防
災
士
資
格
取
得

問問
　
資
格
取
得
費
用
１
０
０

　

名
分
の
根
拠
は

答答　

本
町
で
試
験
を
行
う
に

　

は
50
名
以
上
の
受
講
者
が

　

必
要
で
、
町
民
を
含
め
全

　

町
職
員
分
の
受
講
費
用
を

　

計
上
し
て
多
く
の
町
民
の

　

資
格
取
得
を
目
指
し
ま
す
。

問問
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
ラ
イ

　

ン
を
使
っ
て
紙
媒
体
の
回

　

覧
物
を
な
く
す
計
画
は

答答
　
町
内
会
長
の
要
望
も
あ

　

り
12
月
か
ら
ラ
イ
ン
で
閲

　

覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

　

ま
す
が
、
高
齢
者
等
を
考

　

慮
し
、
紙
で
の
回
覧
を
続

　

け
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

問問
　
秩
父
別
町
ま
ち
ガ
チ
ャ

　

製
作
と
は

答答
　
バ
ラ
園
の
景
色
や
新
し

　

い
通
学
バ
ス
の
キ
ー
ホ
ル

　

ダ
ー
等
を
10
種
類
程
度
作

　

り
、
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
の
中

　

に
入
れ
て
道
の
駅
で
販
売

　

し
た
い
。

 

◎
広
報
の
回
覧

 

◎
消
防
学
校
入
学

問問
　
朝
の
道
北
バ
ス
と
明
日

　

萌
観
光
の
バ
ス
は
学
生
専

　

用
車
両
な
の
か
、
ま
た
コ

　

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
の
み

　

の
停
車
な
の
か

答答
　
道
北
バ
ス
は
一
般
の
方

　

も
乗
車
で
き
ま
す
が
、
明

　

日
萌
観
光
の
バ
ス
は
定
期

　

券
購
入
者
の
み
乗
車
で
き

　

る
ル
ー
ル
で
す
。

　
　

停
留
所
は
朝
の
速
達
便

　

と
い
う
こ
と
で
沼
田
１
ヶ

　

所
、
秩
父
別
１
ヶ
所
で
、　

　

川
ま
で
少
し
で
も
早
く
と

　

の
考
え
で
決
ま
り
ま
し
た
。

問問
　
ど
の
よ
う
な
時
に
交
付

　

さ
れ
る
の
か

答答
　
結
婚
相
談
所
の
入
会
金

　

の
費
用
の
50
％
を
上
限
と

　

し
て
年
間
５
万
円
、
マ
ッ

　

チ
ン
グ
ア
プ
リ
は
利
用
料

　

の
50
％
で
年
間
３
万
円
を

　

上
限
、
婚
活
イ
ベ
ン
ト
の

　

参
加
に
は
年
間
３
回
に
限

　

り
参
加
費
の
50
％
を
年
間

　

１
万
円
を
上
限
に
補
助
し

　

ま
す
。

 

◎
バ
ス
運
行
＆
停
留
場

 

◎
出
会
い
応
援
補
助
金

問問
　
町
内
外
の
業
者
に
よ
っ

　

て
補
助
金
に
差
は
あ
る
の

　

か
答答
　
町
内
業
者
で
は
10
万
円

　

を
町
外
業
者
で
は
５
万
円

　

を
上
限
に
助
成
し
ま
す
。

問問
　
北
海
道
消
防
学
校
入
校

　

負
担
金
の
使
途
は

答答
　
救
助
課
程
に
１
名
と
火

　

災
予
防
関
係
の
課
程
に
１

　

名
の
計
２
名
の
消
防
職
員

　

を
派
遣
し
ま
す
。

問問
　「
住
民
健
診
の
検
査
項
目
で

　

十
分
と
思
わ
れ
る
が
、
人
間

　

ド
ッ
ク
の
助
成
を
３
分
の
２

　

に
引
き
上
げ
る
理
由
は
何
か

答答
　
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
者

　

が
近
年
、
減
っ
て
い
る
た

　

め
、
補
助
率
を
引
き
上
げ

　

て
受
診
し
や
す
く
し
ま
し

　

た
。
検
査
項
目
は
、
腹
部

　

エ
コ
ー
・
視
力
、
聴
力
検
査
・

　

肺
活
量
は
住
民
健
診
に
は

　

あ
り
ま
せ
ん
。

 

◎
エ
ア
コ
ン
設
置
補
助

 
◎
ガ
チ
ャ
製
作

 

◎
人
間
ド
ッ
ク

深
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問問
　
整
形
外
科
医
出
向
負
担

　

金
が
昨
年
よ
り
87
万
円
減

　

額
と
な
っ
て
い
る
が
理
由

　

は
何
か

答答
　
現
在
、
毎
週
水
曜
日
の

　

午
前
中
に
診
療
し
て
い
た

　

だ
い
て
い
ま
す
が
、
医
師

　

不
足
等
に
よ
り
月
２
回
の

　

診
療
に
な
る
た
め
。

問
　
問
　
何
名
分
の
予
算
な
の
か
、

　

ま
た
負
担
金
の
積
算
根
拠

　

を
聞
き
た
い

答答
　
１
名
分
を
計
上
し
て
い

　

ま
す
。
内
容
は
、
年
会
費

　

が
２
万
円
、
給
付
型
の
奨

　

学
金
と
い
う
こ
と
で
、
一

　

人
３
７
０
万
円
で
す
。
内

　

容
は
、
学
費
・
教
材
費
・

　

住
居
費
で
す
。

問問
　
老
人
ホ
ー
ム
職
員
の
離

　

職
防
止
と
定
着
支
援
を
図

　

る
制
度
と
思
う
が
、
内
容

　

に
つ
い
て
聞
き
た
い

答答
　
新
規
に
就
労
し
た
方
に

　

30
万
円
を
限
度
に
事
業
所

　

が
助
成
し
た
額
の
２
倍
の

　

額
を
交
付
。
例
え
ば
、
事

 
◎
整
形
外
科
診
療

　

業
所
が
５
万
円
支
給
し
た

　

場
合
、
町
は
10
万
円
交
付

　

し
ま
す
。

　
　

離
職
防
止
は
、
４
万
円

　

を
限
度
と
し
て
、
事
業
所

　

が
支
給
し
た
額
の
５
分
の

　

４
を
交
付
し
ま
す
。

問問
　
事
業
費
が
１
１
０
万
円

　

増
額
と
な
っ
て
い
る
が
、　

　

育
士
を
確
保
で
き
た
と
理

　

解
し
て
よ
い
の
か

答答
　
採
用
か
ら
３
年
を
経
過

　

し
た
５
名
の
保
育
士
に
対

　

し
補
助
す
る
た
め
、
増
額

　

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
保

　

育
士
は
ま
だ
不
足
し
て
い

　

ま
す
。

問問
　
改
装
す
る
内
容
を
聞
き

　

た
い

答答
　
１
階
広
間
の
床
改
修
、　

　

下
の
ク
ロ
ス
張
替
え
を
行

　

い
ま
す
。
ま
た
、
居
宅
介

　

護
支
援
事
業
所
は
現
在
、　

　

借
り
し
て
い
る
状
況
で
す

　

の
で
、
造
作
し
ま
す
。

 

◎
外
国
人
介
護
福
祉
人
材
育
成

 

◎
介
護
従
事
者
確
保
推
進

　

 

事
業
補
助
金

保

 

◎
保
育
士
確
保
事
業

 

◎
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
改
装

問問
　
利
用
者
の
負
担
が
利
用

　

料
金
の
約
３
割
と
の
こ
と

　

だ
が
、
年
金
生
活
者
に
は

　

厳
し
い
の
で
は
な
い
か

答答
　
１
ヶ
月
約
９
千
円
に
な

　

り
ま
す
が
、
費
用
負
担
が

　

厳
し
い
と
の
声
が
あ
れ
ば
、

　

検
討
し
ま
す
。

問問
　
保
険
料
が
１
千
万
円
増

　

額
と
な
っ
て
い
る
が
、
被

　

保
険
者
数
が
増
え
た
の
か

答答
　
被
保
険
者
数
は
増
え
て

　

い
ま
せ
ん
。
北
海
道
全
体

　

で
医
療
費
が
増
え
た
結
果
、

　

保
険
料
が
増
額
と
な
っ
て

　

い
ま
す
。

問問
　
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
の
内

　

容
に
つ
い
て
聞
き
た
い

答答
　
社
会
福
祉
協
議
会
で
「
い

　

き
い
き
広
場
」
が
毎
月
開

　

催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

　

の
委
託
料
の
中
に
計
上
し

　

て
開
催
し
て
い
ま
す
。
内

　

容
は
、
認
知
症
予
防
の
レ

　

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
ポ
ー

　

タ
ー
養
成
講
座
等
を
行
っ

　

て
い
ま
す
。

廊間

 

◎
除
雪
サ
ー
ビ
ス

 

◎
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

 
◎
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

問問
　
全
額
町
費
で
購
入
す
る

　

の
か

答答
　
農
協
か
ら
も
一
定
の
負

　

担
を
い
た
だ
き
ま
す
。

問問
　
現
在
、
ど
の
よ
う
な
活

　

動
を
行
っ
て
い
る
の
か
聞

　

き
た
い

答答
　
一
つ
は
、
産
業
後
継
者

　

の
激
励
会
を
行
っ
て
い
ま

　

す
。
数
年
ま
と
め
て
開
催

　

し
、
令
和
７
年
度
は
令
和

　

４
年
度
か
ら
７
年
度
に
該

　

当
す
る
方
を
激
励
さ
せ
て

　

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　

ま
た
、
異
業
種
交
流
会

　

と
し
て
、
町
内
の
独
身
者

　

を
集
め
て
交
流
会
を
開
催

　

し
て
い
ま
す
。
令
和
７
年

　

度
は
、
18
名
が
参
加
し
ま

　

し
た
。

問問
　
令
和
７
年
度
は
実
績
が

　

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
補

　

助
の
交
付
単
価
を
聞
き
た

　

い
答答
　
一
人
当
た
り
の
単
価
で

　

す
が
、
道
内
研
修
１
万
円
、

　

道
外
研
修
３
万
円
、
海
外

 

◎
米
穀
乾
燥
貯
蔵
施
設
の

　

 

米
成
分
分
析
機

 

◎
産
業
後
継
者
育
成
推
進

 　

協
議
会
の
活
動
に
つ
い
て

 

◎
農
業
団
体
等
研
修
費
補
助
金

　

研
修
で
す
が
、
令
和
元
年

　

の
実
績
で
は
、
一
人
47
万

　

円
の
費
用
に
対
し
て
９
割

　

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

問問
　
補
助
金
の
内
容
に
つ
い

　

て
聞
き
た
い

答答
　
45
歳
未
満
の
方
に
50
万

　

円
交
付
し
て
い
ま
す
。

問問
　
今
年
は
、
南
２
条
９
丁

　

目
の
橋
の
改
修
が
計
上
さ

　

れ
て
い
る
が
、
橋
梁
は
何

　

年
ご
と
に
点
検
し
て
い
る

　

の
か

答答
　
５
年
に
１
回
点
検
し
て

　

い
ま
す
。
本
町
に
は
49
の

　

橋
が
あ
り
、
５
年
間
で
49

　

橋
の
点
検
を
し
て
い
ま
す
。

問問
　
令
和
７
年
度
よ
り
４
０

　

万
円
ほ
ど
増
え
て
い
る
が

　

理
由
は
何
か

答答
　
８
丁
目
排
水
路
に
土
砂

　

等
が
流
入
し
、
水
の
流
れ

　

が
悪
く
な
っ
て
き
て
い
る

　

の
で
、
そ
の
浚
渫
工
事
を

　

行
い
ま
す
。

 

◎
産
業
後
継
者
新
規
就
業

　

 

支
援
補
助
金

 

◎
橋
梁
点
検

 

◎
８
丁
目
排
水
機
場
運
転

　

 

管
理
負
担
金

０
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◎
法
面
立
木
等
伐
採

問問
　
ど
の
個
所
を
や
る
の
か

答答
　
主
に
２
条
路
線
、
な
つ

　

み
の
里
か
ら
深
川
多
度
志

　

線
の
間
の
法
面
の
野
良
生

　

え
し
た
木
の
伐
採
を
予
定

　

し
て
い
ま
す
が
、
南
２
条

　

路
線
も
確
認
し
て
目
に
余

　

る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
検
討

　

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

問問
　
義
務
教
育
学
校
移
行
後

　

の
学
習
支
援
員
の
配
置
は

答答
　
通
常
学
級
で
の
学
習
支

　

援
や
特
別
支
援
学
級
で
の

　

側
面
支
援
な
ど
を
想
定
し
、

　

３
名
の
配
置
を
予
定
し
て

　

い
ま
す
。

問問
　
学
習
支
援
員
と
の
違
い
は

答答
　
不
登
校
児
童
・
生
徒
の

　

指
導
や
学
校
生
活
へ
の
復

　

帰
支
援
を
す
る
教
室
で
支

　

援
が
必
要
な
子
供
た
ち
が

　

い
る
場
合
に
学
校
と
教
育

　

委
員
会
で
判
断
し
、
支
援

　

員
を
雇
用
し
て
実
施
し
ま

　

す
。

 

◎
学
習
支
援
員

 

◎
適
応
指
導
教
室
支
援
員

問問
　
ど
の
よ
う
な
少
年
団
に

　

補
助
し
て
い
る
の
か

答答
　
令
和
７
年
度
実
績
で
町

　

野
球
少
年
団
と
ミ
ニ
バ
ス

　

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
少
年
団
に

　

補
助
し
て
い
ま
す
。

　
　

野
球
少
年
団
が
今
年
度

　

か
ら
北
空
知
の
少
年
団
と

　

統
合
し
て
活
動
す
る
こ
と

　

か
ら
引
き
続
き
支
援
を
検

　

討
し
て
い
ま
す
。

 

◎
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
補
助
金

町議会を傍聴しましょう

　本会議は傍聴することが

できます。

　次回の定例会は、６月を

予定しています。

第１回定例会第１回定例会

     

町
議
会
臨
時
会

町
議
会
臨
時
会

◎
第
１
回
町
議
会
臨
時
会

◎
第
１
回
町
議
会
臨
時
会

　

１
月
13
日
、
第
１
回
臨
時

会
が
開
催
さ
れ
、
補
正
予
算

１
件
を
審
議
し
、
原
案
ど
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

●
補
正
予
算

　

令
和
７
年
度
一
般
会
計
で

補
正
さ
れ
た
主
な
事
業

・
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
機
器
設
置
費

補
助
金

　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
機
器
が
整
備

さ
れ
て
い
な
い
住
宅
に
設
置

し
た
場
合
２
分
の
１
補
助

（
補
助
上
限
一
世
帯
10
万
円
）

　
　
　
　
　

 

１
０
０
万
円

・
高
齢
者
生
活
支
援
給
付
金

物
価
高
騰
に
伴
う
経
済
支

援
と
し
て
65
歳
以
上
の
方
に

一
人
１
万
円
を
給
付
す
る
。

　
　
　
　
　

 
９
３
０
万
円

・
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援

手
当

　

物
価
高
騰
に
伴
う
経
済
支

援
と
し
て
高
校
生
ま
で
の
子

ど
も
を
扶
養
し
て
い
る
世
帯

に
対
し
て
子
ど
も
一
人
当

　

議
会
閉
会
中
の
所
管
事
務

調
査
に
つ
い
て
、
各
委
員
会
か

ら
次
の
と
お
り
申
し
出
が
あ

り
ま
し
た
。

○
総
務
経
済
常
任
委
員
会

・
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
事
業
の
実
績

と
今
後
に
つ
い
て

・
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
実

績
と
課
題
に
つ
い
て

・
上
下
水
道
有
収
率
に
つ
い
て

・
上
水
道
管
路
の
新
設
・
改
修

状
況
に
つ
い
て

・
部
活
動
地
域
移
行
の
取
組
み

状
況
に
つ
い
て

○
広
報
公
聴
常
任
委
員
会

・
議
会
広
報
誌
の
編
集
及
び
発

行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

・
議
会
広
報
及
び
公
聴
の
実
施

調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て

○
議
会
運
営
委
員
会

・
次
期
町
議
会
（
定
例
会
ま
で

の
臨
時
会
を
含
む
）
の
運
営

に
つ
い
て

　
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
申
し
出

た
り
２
万
円
を
交
付
す
る
。

（
２
万
円
×
２
７
０
人
）

　
　
　
　
　
　

５
４
０
万
円

　　

こ
の
ほ
か
、
合
わ
せ
て
１
，

６
４
４
万
円
を
追
加
し
ま
し

た
。

◎
第
２
回
町
議
会
臨
時
会

◎
第
２
回
町
議
会
臨
時
会

　

４
月
９
日
、
第
２
回
臨
時

会
が
開
催
さ
れ
、
補
正
予
算

１
件
を
審
議
し
、
原
案
ど
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

●
補
正
予
算

　

令
和
８
年
度
一
般
会
計
で

補
正
さ
れ
た
主
な
事
業

・
庁
舎
車
庫
移
設
及
び
交
通

安
全
監
視
所
解
体

　
　
　
　

２
，
０
０
０
万
円

・
町
営
住
宅
等
照
明
Ｌ
Ｅ
Ｄ

化
実
施
設
計

 

建
築
時
に
設
備
と
し
て
整

備
さ
れ
て
い
る
照
明
を
Ｌ
Ｅ

Ｄ
化
に
す
る
。

            

６
７
３
万
円

　

合
わ
せ
て
２
，
６
７
３
万

円
を
追
加
し
ま
し
た
。
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編

集

後

記

　
今
年
は
例
年
に
な
く
積
雪

が
少
な
く
、
農
作
業
も
早
め

に
進
ん
で
い
る
気
が
し
ま
す
。

　
雪
の
少
な
い
年
は
雨
が
多

い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
大
雨

に
な
ら
な
い
こ
と
を
願
う
と

こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
広
報
が
発
行
さ
れ
る

頃
は
、
田
植
も
始
ま
り
、
あ

た
り
一
面
が
緑
に
変
わ
る
時

期
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
も
、
五
穀
豊
穣
・
商

売
繁
盛
を
期
待
す
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
今
年
は
、
３
月
末
日
を
も
っ

て
１
１
５
年
間
、
主
要
交
通

と
し
て
地
域
を
守
っ
て
く
れ

た
Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線
が
廃
止
と

な
り
、
ま
た
、
秩
父
別
小
・

中
学
校
も
３
月
末
を
も
っ
て

閉
校
と
な
り
淋
し
さ
を
感
じ

ま
す
が
、
新
た
な
バ
ス
交
通

へ
の
転
換
、
新
生
秩
父
別
学

園
の
ス
タ
ー
ト
と
、
時
代
の

流
れ
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
町
民
の
皆
様
に
も
暖
か
く

見
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
眞
島
）

【
２
月
】　
５
日

　
空
知
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会

　
　
　
　
10
日

　
屯
田
会
総
会

　
　
　
　
15
日

　
第
７
回
町
民
と
の
懇
談
会

　
　
　
　
16
日

　
ま
と
い
会
総
会

　
　
　
　
18
日

　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
19
日

　
農
業
再
生
協
議
会
臨
時
総
会

　
　
　
　
27
日

　
議
会
運
営
委
員
会

【
３
月
】　
５
日

　
町
政
討
論
会

　
　
　
　
10
日

　
全
員
協
議
会

　
　
　
　 

　
　 

第
１
回
町
議
会
定
例
会
（
～
11
日
）

　
　
　
　 

　
　 

予
算
審
査
特
別
委
員
会
（
～
11
日
）

　
　
　
　
11
日

　
広
報
公
聴
常
任
委
員
会

　
　
　
　
12
日

　
中
学
校
卒
業
式

　
　
　
　 

　
　 

交
通
安
全
協
会
総
会

　
　
　
　
17
日

　
小
学
校
卒
業
式

　
　
　
　 

　
　 

農
民
協
議
会
総
会

　
　
　
　
23
日

　
一
部
事
務
組
合
議
会

　
　
　
　
25
日

　
社
会
福
祉
協
議
会
第
２
回
評
議
員
会

　
　
　
　
26
日

　
建
設
業
協
会
通
常
総
会

　
　
　
　
31
日

　
Ｊ
Ｒ
留
萌
本
線
お
別
れ
セ
レ
モ
ニ
ー

【
４
月
】　
６
日

　
秩
父
別
学
園
開
校
式

　 
　
　 

７
日

　
秩
父
別
学
園
入
学
式

　 
　
　 

９
日

　
全
員
協
議
会

　 

　
　
　
　
　 

第
２
回
町
議
会
臨
時
会

　
　
　
　 
　
　 

広
報
公
聴
常
任
委
員
会

　
　
　
　
15
日

　
商
工
会
青
年
部
通
常
総
会

　
　
　
　
24
日
　
商
工
会
女
性
部
通
常
総
会

　
　
　
　
27
日
　
空
知
町
村
議
会
議
長
会
役
員
会

　
　
　
　
30
日
　
通
水
式

　
　
　
　 

　
　 

農
業
再
生
協
議
会
通
常
総
会

　
　
　
　 

　
　 

退
任
議
員
親
睦
会
総
会

議
会
の
主
な
動
き

議会だより　No.133議会だより　No.133
議会だより　No.149議会だより　No.149

  
第
７
回

第
７
回

　

町
民
と
の
懇
談
会

　

町
民
と
の
懇
談
会

　
　
　
　
　

～
あ
な
た
の
声
が
ま
ち
を
豊
か
に
す
る
～

　
　
　
　
　

～
あ
な
た
の
声
が
ま
ち
を
豊
か
に
す
る
～

　
２
月
15
日
、
第
７
回
目
と
な
る
議
員
と
町
民
と
の
懇
談
会
を
フ
ァ
ミ

リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
、
町
民
の
方
12
名
の
参
加
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
議
員
も
ラ
フ
な
服
装
で
出
席
し
、
３
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
参
加

者
の
皆
さ
ん
か
ら
保
育
士
確
保
対
策
、
学
校
教
育
、
秩
父
別
温
泉
、
町

道
の
除
排
雪
、草
刈
り
、議
員
定
数
や
議
会
活
動
、ス
ポ
ー
ツ
推
進
な
ど
、

幅
広
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
貴
重
な
意
見
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
意
見
は
議
会
全
体
で
共
有
す
る
と
と
も
に
、
各
委
員
会
や

議
員
活
動
の
中
で
精
査
・
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
議
員
と
町
民
と
の
懇
談
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
７

回
目
を
も
ち
ま
し
て
区
切
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
第
１
回
目
に
議
長
室
で
始
め
た
の
を
皮
切
り
に
第
７
回
目
ま
で
総
参

加
者
１
０
０
名
を
超
え
る
大
勢
の
方
々
の
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
に
、
心
よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
は
、
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見
等
を
集
約
し
て
、
議
会
だ

よ
り
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
長
期
間
に
渡
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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上下水道料金は納期限までに納めましょう
　町の上下水道事業は、使用されているみなさまからの料金収入により運営を行っております。

　未納が増えると事業運営が適正に行えなくなるだけではなく、徴収に係る経費が発生するな

ど、正しく納めている方に迷惑をかける行為です。

　○料金を滞納すると給水を停止します。

　　料金を滞納している下記の利用者は「給水停止処分」の対象となります。

　　・長期滞納がある方

　　・支払いが可能であるにもかかわらず支払い意思のない方

　　・悪質、または意図的に未納を繰り返す方

　　※ 給水停止により損害が生じても一切の責任を負えないほか、停止後は滞納が解消され

　　　 ない限り給水開始はできません。

　○支払いが難しい場合はご相談ください。

　　督促状、催告書等を送付した方で早急なお支払いが困難な場合は分納等による納入相談も

　承りますので、必ず役場建設課上下水道係までご連絡ください。

督
促
状
送
付

①

催
告
書
送
付

停
止
処
分
予
告
及
び

面
接
呼
び
出
し
通
知

② ③

分
納
誓
約
書

給
水
停
止
処
分
通
知

④

給
水
停
止

⑤

完
納

お問い合わせ　建設課上下水道係　電話 ０１６４－３３－２１１１（内線92） 

給水停止までのフロー図

納入なし

納入

相談

納入なし

相談

納入なし 納入なし

◆お問い合わせ　空知総合振興局深川道税事務所　電話 ０１６４－２３－３５７８

自動車税の納期限は６月１日（月）です

★★★ 自動車税は、次の場所や方法で納税できます ★★★

◆全国の金融機関、郵便局（一部金融機関を除く）　◆総合振興局、道税事務所の窓口◆全国の金融機関、郵便局（一部金融機関を除く）　◆総合振興局、道税事務所の窓口

◆全国の主要コンビニエンスストア（セイコーマート、セブンイレブン、ローソンなど）◆全国の主要コンビニエンスストア（セイコーマート、セブンイレブン、ローソンなど）

◆スマホやパソコン等による、キャッシュレス納税◆スマホやパソコン等による、キャッシュレス納税

　　詳しくはこちら詳しくはこちら ▶▶　　https://www.payment.eltax.lta.go.jp/https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

■納税通知書は５月７日（木）に発送されています。

■納税通知書が届かない、納税について相談があるときは下記までお問い合わせください。
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いきいきちっぷ'Ｓいきいきちっぷ'Ｓ

 お問い合わせ　住民課健康推進係　電話お問い合わせ　住民課健康推進係　電話 ０１６４－３３－２１１１ ０１６４－３３－２１１１（内線48）（内線48）

３つの柱☆健康長寿をめざそう【中編】

　木々の葉が芽吹き、５月晴れの陽気が心地良い季節になりました。

　“健康長寿をめざそう”３回シリーズの２回目はフレイルを意識した『栄養』についてご紹介し

ます。

　健康寿命とは、日常で介護等を必要とせず、自分で身の回りのことを行いながら生活が送れて

いる期間をいいます。

その１ 「たくさん」よりその１ 「たくさん」より「まんべんなく」「まんべんなく」

中年期は食べ過ぎに気をつけながらメタボ
を予防することが食事の基本でした。

いっぽう、高齢期は３食をしっかり食べて

「やせ」に気をつけた食生活にギアチェ
ンジを！

主食

＋

　３食を食べていても、たんぱく質とエネル

ギーが不足しやすい 65 歳以降は、フレイル
予防の食事を意識しましょう。

10の食品群「さあにぎやか(に)いただく」
を取り入れることでフレイルのリスクが低
下します。１日７品目以上を目標に今日か
らさっそくチェック！

さ あ に ぎ や か い た だ く

魚 油 肉 牛乳 緑黄色
野菜

海藻・
きのこ

芋 卵 大豆
製品

果物

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

その２ その２ タンパク質タンパク質をを積極的積極的にに！！

フレイル予防に必要なたんぱく質の推奨量
は男性６０ｇ、女性５０ｇです。
※ 腎臓に持病のある方は医師にご相談ください。

＊海藻に「きのこ類」も含む

肉・魚以外からもたんぱく質が摂れます。

下の例を参考に、１食 20 ～ 30 ｇになるよう

まんべんなく組み合わせましょう。

に

１日に必要なたんぱく質量の目安１日に必要なたんぱく質量の目安
約 50g（これに主食他が加わります）約 50g（これに主食他が加わります）

肉（鶏むね 80g)・・・・・17.0g

魚（鮭 1切れ 70g）・・・・15.6g

木綿豆腐（1/3 丁 100g)・・ 7.0g

卵（1個 50g）・・・・・・  6.1g

牛乳（コップ 1杯 200ml）・ 6.9g

主 食主 食 主 菜主 菜 副 菜副 菜 味噌汁味噌汁

＋ ＋ ＋ ＝

たんぱく質

合計
２５．２ｇ

ご飯 (白米 )150g

たんぱく質 3.0g
焼鮭 (中 )70g

たんぱく質 15.6g
お浸し (小鉢 )80g

たんぱく質 1.8g
豆腐と油揚げの味噌汁

たんぱく質 4.8g



― 16 ―― 17 ―広報ちっぷべつ
令和８年５月

　　●実施日に登録及び注射が受けられない方へ
　　・個人宅への注射の出張サービスは行っていませんので、上記日程で注射を受けることが
　　 できない方は動物病院で接種するようにしてください。

　　●動物病院で注射を受けた場合
　　・病院で発行された「狂犬病予防注射済証」を持参のうえ、役場住民課衛生係までお越しく
　　 ださい。注射済票を交付いたします。（手数料 550円が必要です）

　　●飼い犬の異動（譲渡や転入・死亡など）があった場合
　　・飼い犬が転入・死亡したり、飼い犬を譲ったりした場合には届出が必要になります。
　　・異動があった場合は、役場住民課衛生係までご連絡をお願いします。

 ■実施日時 　６月15日（月）　午前９時から午前 11 時 30 分　

 ６月23日（火）　午後２時から午後３時

 ■実施場所　　役場前　 

 ■料　　金　　登録料　　3,000 円（新規登録のみ）　注射料等　3,240 円

　　　　　　　（つり銭のないようにお願いします）

狂犬病予防注射日程

狂犬病予防注射は、法律で１年に１回必ず飼い犬に注射することとなっています。

 お問い合わせ　住民課衛生係 お問い合わせ　住民課衛生係　　電話電話  ０１６４０１６４ーー３３－２１１１（内線43）３３－２１１１（内線43）

畜犬登録・狂犬病予防注射のお知らせ

秩父別町マイクログリッド設備　発電実績等秩父別町マイクログリッド設備　発電実績等

※ 杉の木１本は１年間に約 14kg の CO₂を吸収するとされています

区　分 単　位 R8.3 R7.3 前年比

エリア内使用電力 kWh 110,641 99,362 11,279

うち発電電力 kWh 42,085 37,981 4,104

電力自給率 ％ 38.0 38.2 -0.2

CO2 排出削減量 kg-CO2 22,515 20,320 2,196

杉の木換算※ 本 1,608 1,451 157
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アンの秩父別タイ在記 毎月連載！
Vol.83　「新たな気持ちで進む春」
　皆さん、こんにちは。
　あっという間に新年度がやってきましたね！ 4 月は私にとって種まきを頑
張っている農家さんの姿がとても印象的です。種まきを手伝ったことがあるの
で、大変さがよく分かります。今年もおいしいお米を食べられるように応援し
ています。

　タイは今、とても暑くて、毎日 30℃以上です。タイにいる母から戦争の影
響でタイの燃料が少なくなって、値段が 2 倍になったと聞きました。そのせい
で物価が少しずつ高くなって、色々大変だそうです。
　秩父別町にいる私には影響を与えないでしょうと思いきや、元々秩父別町に
来る予定があったお客さんが何人もキャンセルしなければなりませんでした。
　それで、４月に秩父別町に来たお客さんは 3 人しかいません。人数が少なく
て、あまり盛り上がらないかもしれないと心配しましたが、3 人とも明るくて、
盛り上がってくれました。私はとてもうれしいです！
　今年度も、新たな気持ちで秩父別町のために頑張りたいと思いますので、よ
ろしくお願いします！

４月に秩父別町を訪れた３人

皆さんはタイの首都から来たので、静かな秩父別町を気に入ってくれたようです！

資　　格  日本国籍を有し、採用予定月の１日現在 18 歳以上 33 歳未満の男女

受付期間  年間を通じて受付を行っております。

試験期日  ６月７日（日）または８日（月）のいずれか１日

試験会場  陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）

●２等陸・海・空士

●お問い合わせ先
　自衛隊旭川地方協力本部 旭川地区隊
　電話０１６６-５５-０１００

令和８年度自衛官募集案内
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　農業者年金を受給されている方は、年金を受給するために現況届の提出が必要です。

　現況届は、５月末頃に農業者年金基金から直接受給権者ご本人あてに送付されます。

　現況届が届いたら、氏名・生年月日・住所（番地記載）等を記入のうえ、６月末までに農業

委員会事務局へ提出してください。

　提出がないと、農業者年金の支払いが止められる場合がありますのでご注意ください。

農業者年金受給権者現況届について

　お問い合わせ　農業委員会事務局  電話 ０１６４－３３－２１１１（内線 65）

ちっぷべつ地域おこし協力隊 活動日記vol.58

　こんにちは。協力隊の小坂です。
　春がやってきました！渡り鳥が青空を飛ぶ様子が秩父別町に来てから春の楽しみになってい
ます。
　今回は、３月に行った小学校での読み聞かせと、こどもの日、端午節の関連展示や、2月号
で紹介した中国の朝鮮族の人たちの端午節について書いてみます。

　3月 5日、町保健師による小学 6年生向け「いのちの教室」に、図書館も協力しました。
　児童たちは熱心に耳を傾け、私は講話内容に合わせた絵本、『ぼくがおおきくなったら』を読
みました。私自身、小学生の頃にはなかった授業で、令和の子供たちの学びの深さに感銘を受
け貴重な時間を過ごしました。

　図書館では、現在、こどもの日と端午の節句にちなんだ本の展示を開催しています。
　鯉のぼりがテーマの絵本から、蓬や菖蒲など大人向けの書籍まで、幅広く揃えました。
　年中行事の一つである「こどもの日」「端午節」は、もともとは農耕を生業とする人たちが行っ
ていた農耕儀礼に由来します。田植え前の豊作祈願として、農作業で忙しくなる前に、いつも
より豪華な食事や楽しい遊びなどをして過ごすというものです。
　2月号で紹介した中国の朝鮮族の方々も、端午節には楽しい食事と共にブランコやシーソー
などのゲームをして過ごすという文化を持っていました。現在では公園などで誰もが参加でき
るイベントが開催されています。このブランコというのが非常に大きく驚かされたものでした
ので、その巨大さがわかる写真をご紹介します。

「いのちの教室」での読み聞かせ 「こどもの日」関連展示 中国朝鮮族の端午節での伝統的あそび
「ブランコ：クネ（韓国語）」
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４４
３３

大きな声でお返事
認定こども園くるみ入園式

　３月末をもって消防団を勇退された、山森
正已さんに町から感謝状を授与しました。山
森さんは、昭和54年に消防団に入団され、令
和４年からは副団長として、47年の永きにわ
たり地域の防災・減災のためご尽力いただき
ました。

４４
１１

消防団を勇退された
山森副団長に感謝状授与

まちのわだいまちのわだい
広報に掲載した写真をご希望の方、広報誌に関するご意見、
ご要望は、総務課広報係までご連絡ください。
※写真は電子メールによる提供も可能です。
・電　話　０１６４－３３－２１１１（内線 32・34 番）
・メール　kouhou@chippubetsu.jp

４４
７７

新たな一歩を踏み出す
　　　　秩父別学園入学式

　こども園くるみで入園式が行われ、44名の
園児が入園しました。大勢の保護者が見守る
なか、園児たちは元気いっぱいに遊戯場へ入
場し、園長先生のお話をしっかり聞いたあと、
担任の先生から名前を呼ばれると、大きな声
で返事をしていました。

　今年度から義務教育学校として生まれ変
わった秩父別学園で入学式が行われ、新１年
生16名と新７年生19名が入学し、新たな一歩
を踏み出しました。新入生を代表し、７年生
の中原天鼓さんが、新たな学び舎での生活に
向けた決意と誓いのことばを述べました。
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　春の火災予防運動にあわせ、深川地区消防
組合秩父別消防団および秩父別支署が、深川
地区危険物安全協会と深川警察秩父別駐在所
の協力のもと防火パレードを行いました。支
署前で出発式を行った後、消防車両やパト
カーなどが隊列を作り、町内を巡回して火災
予防を呼びかけました。

４４
2222

火災予防を呼びかけ
 秩父別消防防火パレード

　秩父別学園で交通安全教室が開かれ、児童た
ちは駐在所長や先生の指導を受けながら、横断
歩道の正しい渡り方や信号の見方、交差点での
安全確認の重要性を学びました。交通ルールへ
の理解を深め、安全意識を高める貴重な機会と
なりました。

４４
1717

交通ルールを学ぶ
　秩父別学園交通安全教室

　総合福祉センターで乳幼児健診が実施さ
れ、多くの親子が参加しました。身長・体重
測定や育児相談、栄養相談などが行われ、子
どもの成長や育児について安心して相談でき
る機会となりました。また、町が昨年から参
加している「君の椅子プロジェクト」の対象
者に、手作りの記念の椅子が贈呈されました。

４４
2323

我が子の成長を実感
　　　乳幼児健診を実施

　滝の上水天宮で春の水天宮祭および通水式
が厳かに行われ、関係団体の役員など19名が
出席しました。祝詞奏上の後、秩父別土地改
良区境谷博之理事長や澁谷町長など代表者が
玉串奉てんを行い、今年の農作物の豊作を祈
願しました。

４４
3030

豊穣の秋を祈って
　春の水天宮祭・通水式
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秩父別学園開校式
～ 全校児童・生徒129人で新たなスタート ～

　４月６日、町と教育委員会主催による秩父別

学園の開校式が行われました。

　当日は、児童･生徒、教職員、来賓を含む約

200名が出席し、新たな学び舎の門出を祝いま

した。

　また、式では早川教育長による開校宣言や学

園の象徴となる校旗の授与が行なわれたほか、

澁谷町長から校舎の施工に携わった５つの施工

業社へ感謝状が贈呈されました。

　秩父別学園は、子どもたち一人ひとりの個性

を尊重し、豊かな心と、健やかな体を育む場と

して、地域と一体になった教育を推進していき

ます。

Board of educationBoard of education

キョウイクツウシンキョウイクツウシン

物品を寄贈いただきました
～JA北いぶき女性部・やまびこの会・社会福祉協議会・秩父別ライオンズクラブ・商工会女性部から ～

　３月９日、JA北いぶき女性部秩父別支部（山本清美支部長）からスポーツセンターにタオルを寄

贈いただきました。また、秩父別学園の新入学児童16名に、３月23日にやまびこの会（渡辺妙子会長）

からランチマットを、４月１日に社会福祉協議会（蓑口隆則会長）から防犯ブザーを、４月２日に

秩父別ライオンズクラブ（寺迫公裕会長）からハンドタオル、秩父別町商工会女性部（熊田和子部長）

から交通安全学童用傘を寄贈いただきました。皆様のお心遣いに心から感謝申し上げます。

ＪＡ北いぶき女性部
秩父別支部から
タオルの寄贈

社会福祉協議会から
防犯ブザーの寄贈

秩父別ライオンズクラブ
からハンドタオルの寄贈

子ども会ボランティアセミナー
～ 北空知の小・中学生のつどい ～

　３月25日から２日間、ネイパル深川で、子

ども会ボランティアセミナー（北空知リーダ

ー養成講習会）が開催されました。

　本町からは小学生８名と中学生６名が参加

し、他市町の児童・生徒たちと交流を深めま

した。

やまびこの会から
ランチマットの寄贈

早川教育長から湊校長へ
校旗が授与されました

スポーツクライミング

エコｍｙ箸作り

特産品試食体験会

秩父別町商工会女性部
から傘の寄贈
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◇◇◇施設からのお知らせ◇◇◇
★野外施設のオープンについて★
　キュービックコネクションなどの野外施設がオープンしました。

施設名 開設期間 利用時間等

屋外遊戯場

ｷｭｰﾋﾞｯｸｺﾈｸｼｮﾝ

４月25日～

  　　 10月31日
（休場：第４月曜日)

４～８月 
　8:00～18:00
９・10月
  9:00～17:00

テニスコート
４月25日～

  　　 10月31日
9:00～日没

キャンプ場
４月25日～

　　　 ９月30日

完全予約制

デイキャンプは

18:00まで（5月～9月）

施設名 開設期間 利用時間等

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場

【有料】

４月11日～

  　10月31日

４・５月 
　8:00～18:00
６～８月
  7:00～18:00
９・10月
　8:00～日没

野球場
４月17日～
  　10月31日

9:00～21:00

★ベルパークちっぷべつキャンプ場の利用方法について★
　ベルパークちっぷべつキャンプ場の利用方法は下記のとおりです。利用するにあたってご不明
点等がありましたら教育委員会までお問い合わせください。
＜予約からチェックアウトまでの手順＞
（１）町ホームページの「トピックス」または「観光・遊び」のページから「泊まる」のページ
　　 を選択し、「ベルパークちっぷべつキャンプ場」を選択します。
（２）「ベルパークちっぷべつキャンプ場」のページの「空き検索・オンライン予約」を選択し、
　　 インターネット上で予約します。
（３）13時～17時にチェックインし、管理棟で受付と使用料金の支払いを行います。
（４）指定された区画にテント等を設営し、マナーを守りながらキャンプをお楽しみください。
（５）チェックアウト時間は11時です。使用した区画をきれいにしてお帰りください。

図 書 館 だ よ り

キョウイクツウシンキョウイクツウシン

　図書の貸出は、一部の参考図書を除き１人５冊まで、14日間利用できます。

　また、リクエストサービスもあり、当館に蔵書がない場合は依頼に基づき図書の購入や、北

海道立図書館をはじめ他市町の図書館から借用して貸出することもできます。ぜひ、お気軽に

ご利用ください。

　　○開館時間　午前10時から午後６時まで（小学生のみでの利用は午後５時まで）

　　○休 館 日　月曜日・年末年始

◆◇図書館利用のご案内◇◆◆◇図書館利用のご案内◇◆

○ 教育通信に関するお問い合わせ先 ○○ 教育通信に関するお問い合わせ先 ○
教育委員会社会教育・社会体育係　【電話０１６４－３３－２５５５】

　★本をたくさん読んで記録ノートを完成させよう！

　　図書館では、「わたしがよんだ本　2026」を実施いたします。

　　たくさんの参加をお待ちしています。詳細は次のとおりです。

　　　○図書館の本を読んで、記録ノートに書名や感想を記入して提出してください。

　　　　（ノートには本10冊分記入できます）

　　　○ノート１冊完成ごとに参加賞を贈呈。（10冊達成で賞状を授与）

　　　○対象～幼児・１～６年生

　　　○実施期間～令和９年２月21日（日）まで

【お問い合わせ】　秩父別町図書館　電話（０１６４－３３－２２２０）

◆◇「私がよんだ本 2026」にチャレンジしませんか？◇◆◆◇「私がよんだ本 2026」にチャレンジしませんか？◇◆
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令和８年

４ 月 末 日

現在

人　口 ２，０９１人（－15人）

　男　 　 ９７８人（－５人）

　女　 １，１１３人（－10人）

世帯数 １，０３９戸（－７戸）

４月中の動き
  出生　０人・死亡　８人
　転入　２人・転出　９人
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札幌国税局からのお知らせ札幌国税局からのお知らせ
　札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する税務職員を

募集しています。2026 年度の採用試験の概要は、次のとおりです。

１ 受験資格

　（１）令和８年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算

　　　 して３年を経過していない者

　（２）令和９年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

２ 申込受付期間（インターネット申込み）

　 ６月 12 日（金）午前９時～６月 24 日（水）（受信有効）

　　【申込専用アドレス】 https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

　　※ インターネット申込みができない場合受験を希望する第１次試験地を所轄する

 　　　国税局にお問い合わせください。

３ 第１次試験【基礎能力試験、適性試験、作文試験】

　 ９月６日（日）

４ 第１次試験合格者発表日

　 10 月８日（木）

５ 第２次試験【人物試験、身体検査】

　 10 月 14 日（水）～ 10 月 23 日（金）のうち指定する日

６ 最終合格者発表日

　 11 月 17 日（火）

　ご不明な点は、札幌国税局人事第２課採用担当（℡ 011-231-5011 内線 2315）または

最寄りの税務署（総務課）にお尋ねください。

お問い合わせ　総務課情報管理係　電話　０１６４－３３－２１１１（内線 31）

友達登録用
二次元コード

町公式 LINE（ライン）のお友達登録を
お願いします

　秩父別町では町公式ＬＩＮＥ（ライン）を運用しています。

　町から生活に役立つ情報や防災情報などをお届けするほか、防災無線
の通知やごみ出し日の通知ができるようになりましたので、お友達登録
がお済みでない方は、ぜひご登録ください。

寿


